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１ 経緯 

岩手県では、平成 18 年度に県民の文化活動等に関する情報の交流及び連携の場を提供し、

地域文化の創造と発展に役立てるため「いわて県民情報交流センター（愛称：アイーナ）」（以

下「アイーナ」という。）を設置しました。 

アイーナの管理運営については、施設の設置と同時に指定管理者制度を導入しており、平

成 18 年度から平成 23 年度までの２期６年間については、公募による審査を経て選定された

株式会社ＮＴＴファシリティーズを代表団体とする６者グループが指定管理者として管理

運営を担い、平成 24 年度については、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災津波の

影響により募集ができなかったことから、特例期間として、再度同６者グループが指定管理

業務を担いました。 

平成 25 年度から平成 27 年度までの第三期指定管理期間については、図書館運営業務を分

離して指定管理者の募集を行い、株式会社ＮＴＴファシリティーズを代表団体とする４者グ

ループが管理運営を担いました。 

平成 28 年度から平成 30 年度までの第四期指定管理期間については、株式会社ＮＴＴファ

シリティーズを代表団体とする５者グループが管理運営を担っています。 

指定管理者の業務については、これまでの県及び指定管理者による自己評価に加え、客観

的な第三者による評価・検証等を行うことを目的として、平成 21 年 10 月に「いわて県民情

報交流センター（アイーナ）評価委員会」を設置し、平成 20 年度から平成 23 年度までアイ

ーナの指定管理者の業務に関する評価を実施してきました。 

なお、平成 24 年度からは、「いわて県民情報交流センター（アイーナ）指定管理者選定・

評価委員会」（以下「選定・評価委員会」という。）に改編して、指定管理者の選定と評価を

一体的に行っています。 

今般、「選定・評価委員会」において、平成 28 年度におけるアイーナ指定管理業務に関す

る評価を実施しましたので、ここに結果を報告します。 

 

２ アイーナの概要 

（１）所在地  盛岡市盛岡駅西通一丁目７番１号 

（２）位置図  
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（３）交通アクセス ＪＲ盛岡駅から徒歩４分 東北自動車道盛岡ＩＣから車で８分 

（４）敷地面積 9,000 ㎡ 

（５）建築面積 7,855 ㎡ 

（６）延床面積 45,875 ㎡ 

（７）階数   地下１階、地上９階 

（８）建物高さ 最高部高さ 47.4m 

（９）構造   鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 

（10）工期   平成 15 年 3 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日（31 ヶ月） 

（11）総事業費 約 245 億円（用地取得費(17億円)及び建設費等の総事業費） 

（12）開館時期 平成 18 年 4 月 1 日(土)（一部施設は同年 5 月 8 日(月)） 

 

３ 指定管理者等 

指定管理者：結（ゆい）グループ（構成企業は次記のとおり） 

指 定 期 間：平成 28年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで 

会 社 名 所 在 地 主な業務内容 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 東京都港区芝浦三丁目 4番 1号 施設全般の管理運営に係る統括 

株式会社東北博報堂 
宮城県仙台市青葉区一番町四丁

目１番 25号 

施設全体の運営業務（貸出・備品

管理業務、自主事業等） 

鹿島建物総合管理株式会社 東京都新宿区市谷本村町 2番 1号 建築物・設備の保守管理業務等 

一般社団法人岩手県ビルメンテナ

ンス協会 
盛岡市大通三丁目 2番 3号 清掃業務 

岩手県ビル管理事業協同組合 
盛岡市盛岡駅西通二丁目 9番 1号 

マリオス 13階 
警備業務 

 

 

４ 選定・評価委員 

委員長 吉 野 英 岐  公立大学法人岩手県立大学総合政策学部 教授（学部長） 

副委員長 橋 場  覚  特定非営利活動法人クチェカ 理事長 

委 員 見年代 瞳  特定非営利活動法人やませデザイン会議 理事 

委 員 佐藤あすか  岩手弁護士会 弁護士 

委 員 高橋寿美子  ＣＡＰ岩手 運営委員長（代表） 

委 員 武 田 裕 次  一般社団法人岩手県建築士会盛岡支部 青年委員会副委員長 

委 員 平 野 順 子  Coaching Office 代表 

委 員 横 川 憲 人  一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所 専務理事 
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５ 評価にあたっての考え方と進め方 

岩手県では、指定管理者制度を導入している公の施設の管理運営状況について、「指定管

理者制度導入施設の管理運営に係る評価について」（指針）により、県と指定管理者が評価

（自己評価）を行っていますが、アイーナでは、より客観的な評価・検証等を行うため、独

自に選定・評価委員会を設置しています。 

 

 

（１）評価の目的 

本選定・評価委員会では、指定管理者が行う業務について、客観的な評価・検証等を行

うことで、指定管理者の業務改善の取組みを促進し、施設が提供するサービスの質的向上

を図ることを目的としています。 

 

【評価及び業務改善サイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価の対象及び実施方法 

１） 評価の対象 

平成 28年度の指定管理業務 

２） 評価項目 

アイーナの管理運営に関し、当初から設定している特に重要な以下の５つの視点の

評価項目を設定しました。 

① 快適な利用環境の創出 

② 利用者の声の反映／県民参加型の施設運営 

③ 入居施設間の有機的な連携 

④ 県民への情報提供（県内全域へのサービス提供） 

⑤ 適切な施設運営 

 

３） 評価方法 

① 評価項目に対する指定管理者の取組みについて、県及び指定管理者の自己評価結果

を基礎資料として用いました。 

② 評価の過程で、指定管理者や県に対するヒアリングを実施し、自己評価に関する確

認等を行いました。 

③ 基礎資料やヒアリングの結果を踏まえて、選定・評価委員会で審議を行い、次記の

当事者評価 

【５～７月】 

評価委員会評価 

【８～11月】 

指定管理者事業計画 

【11月末提出】 

・事業内容の見直し 

＜見直しに係る予算要求＞ 

入居施設受託者選

定【１～３月】 

 評価を反映 
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評価基準により、各評価項目について５段階で評価しました。 

また、選定・評価委員会において改善を要すると判断した事項等については、その

内容を評価結果と併せて記載しました。 

 

４） 評価基準 

評価 判 断 基 準 

５ 計画を上回る優れた管理運営がなされている。 

４ 概ね計画どおりの管理運営が行われている。（標準） 

３ 
概ね計画に沿った管理運営が行われているが、一部の業務について、業務の見

直しによって改善が期待できる。 

２ 多くの業務について、見直しを行うことで大幅な業務改善が期待できる。 

１ 計画どおりの管理運営が行われていない。（改善指導が必要な状態） 

 

（３）選定・評価委員会の経過 

平成 29年度第１回選定・評価委員会 

開催日・会場 平成 29年７月 21日（金）13：30～15：00 

いわて県民情報交流センター ６階 602会議室 

公開・非公開 公開 

審議内容 (１) 前回（平成 27年度実績）評価への対応について 

(２) 県及び指定管理者による自己評価の結果について 

(３) 評価の実施方法について 

 

平成 29年度第２回選定・評価委員会 

開催日・会場 平成 29年 11月９日（木）13：30～16：30 

いわて県民情報交流センター ８階 801会議室 

公開・非公開 公開 

審議内容 (１) 指定管理業務の評価について 

(２) 評価結果報告書（案）について 
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６ 評価結果 

評 価 項 目 評価結果 コ メ ン ト 

① 快適な利用環境の創出 

 

 

 

 

４ 

【評価コメント】 

 清掃の品質チェックやサービス向上

に向けたスタッフの研修、資格取得に取

組むなど、利用者の立場に立った快適な

利用環境づくりに努めており、概ね計画

どおりの管理運営がなされているもの

と評価する。 

また、地域の様々な催事に参加するな

ど地域連携に積極的に取り組んでいる

ことについて評価する。 

【更に優れた管理運営に向けた助言】 

〇 周辺施設や地域町内会等との良好

な関係の継続に努められたい。 

〇 貸出施設の鍵の受け渡しの窓口が

混雑した際の公平性や効率性をより

高めるよう努められたい。 

② 利用者の声の反映／県民参

加型の施設運営 

４ 

【評価コメント】 

県民参加型を目指した様々な企画・広

報を実施するとともに、利用者からのア

ンケートや第三者による調査結果等を

各入居施設とも共有し改善に努めるな

ど施設全体としてサービスの質の向上

を図っており、概ね計画どおりの運営が

なされているものと評価する。 

【更に優れた管理運営に向けた助言】 

〇 新たなキャッチフレーズ「ステキな

出会い、これからも。」を実感し、更

に向上していくための企画やその実

感度を測定できるような指標・調査方

法を検討されたい。 

〇 利用者からの意見や要望の対応状

況を公表する際には、判断に至った理

由を付記し、利用者の理解が得られる

よう努められたい。 
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〇 催事については、多様な価値観を

踏まえた上で、企画するよう努めら

れたい。 

③ 入居施設間の有機的な連携 

 

 

 

４ 

【評価コメント】 

イベントの実施や広報活動など入居

施設間の交流、連携に意欲的に取り組ん

でおり、概ね計画どおりの管理運営がな

されているものと評価する。 

【更に優れた管理運営に向けた助言】 

〇 運営協議会等を有効に活用し、施設

運営や改善方策に関する協議を行う

など、入居施設の連携強化に努められ

たい。 

〇 館内情報システムのウイルス感染

など、施設への影響が想定される事案

の対応に関する情報提供に努められ

たい。 

④ 県民への情報提供（県内全

域へのサービス提供） 

４ 

【評価コメント】 

入居施設間の連携のもとにホームペ

ージやテレビ、ラジオ番組など各種媒体

を活用し、施設のＰＲ・情報提供を積極

的に実施するなど、県内全域に向けた情

報発信に努めており、概ね計画どおりの

管理運営がなされているものと評価す

る。 

【更に優れた管理運営に向けた助言】 

〇 施設の情報発信の手段として、イン

スタグラムの活用を検討されたい。 

〇 県内全域の幅広い年齢層の県民に

対する効果的な情報提供に向けて一

層工夫されたい。 

⑤ 適切な施設運営 

 

 

 

４ 

【評価コメント】 

業務要求水準書及び修繕計画に従っ

た維持管理がなされ、快適な施設環境が

維持されているものと評価する。 



 

7 

 

 

 

 

 

【更に優れた管理運営に向けた助言】 

〇 今後は、施設を保全する上での参考

として、詳細な建物診断、省エネルギ

ー診断、二次部材診断、自然災害リス

ク評価等の実施について、県と協議の

上検討されたい。 

〇 コンプライアンス順守の更なる意

識醸成を図るため、コンプライアンス

の研修を平成28年11月から毎月実施

した点は評価できることから、継続実

施に努められたい。 

〇 コンプライアンスに関する内部監

査については、監査員の定期的な交替

や監査項目の見直しを行うなど、形骸

化を防ぎ、実効性のあるものとするよ

う努められたい。 
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７ 講 評 

指定管理者制度導入の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応す

るため、公の施設の管理に民間能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経

費の節減等を図ることにあります。 

 

本選定・評価委員会では、こうした制度導入の目的が果たされているか、アイーナの設

置目的に沿った管理運営がなされているかという視点で、指定管理者の取組を評価しまし

た。 

 

平成 28 年度の指定管理運営業務については、県が求める水準や事業計画に沿って実行

されており、全体的に概ね計画どおりの管理運営がなされたものと評価できます。 

 

なお、評価項目については、全ての項目が「概ね計画どおりの管理運営が行われている」

という評価結果ではありましたが、「更に優れた管理運営に向けた助言」として今後取組

が必要な内容を示していますので、これを踏まえた取組が行われることを望みます。 

 

指定管理者には、本評価結果を施設運営に活かし、更なる利用促進及び利便性向上に向

けた改善に取り組むとともに、利用頻度の多い高校生に向けた様々な情報提供など、次世

代を担う若者を意識した取組やアイーナの空間特性を活かした「ステキな出会い」の演出

などの工夫に期待します。 

 

また、今後の施設管理に当たっては、建物・設備の老朽化・適合基準の変化に対応でき

るよう、問題点を県と共有し早期的かつ効率的な保全の取組を望みます。 

 

不適切事案に係る改善の取組については、実効性のある内部監査と内部通報体制の継続

とともに、さらに発展した取組にも期待します。 

 

最後に、設置者である岩手県には、施設の有効活用について、学習スペース確保などの

利用者の要望や他の公共施設の活用事例等を踏まえ、入居施設との連携と柔軟な発想によ

る新たな取組に期待します。 
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区　　分 指管 県

①　快適な利用環境の創出 1 【総合受付業務】来館案内、その他受付関連業務 B B

【４項目】 2 【清掃業務】　　清掃業務全般 B B

3 【その他】　　　サイン類 B B

4 【その他】　　　地域との連携 A A

②　利用者の声の反映 1 【企画運営業務】イベント企画・運営（賑わいの創出、円滑なイベント運営） A A

　　県民参加型の施設運営 2 【広聴広報業務】広聴広報活動の企画・立案（意見の聴取） B B

【４項目】 3 【その他】　　　利用状況等の把握 B B

4 【その他】　　　利用者の苦情処理 B B

③　入居施設間の有機的な連携 1 【企画運営業務】イベント企画・運営（入居施設間の交流・連携） B B

【２項目】 2 【各入居施設との連絡調整】有機的運営の方策（運営協議会、センター長会議等） A A

④　県民への情報提供 1 【広聴広報業務】広聴広報活動の企画・立案（施設のＰＲ、県民プラザの運営） B B

　　（県内全域へのサービス提供） 2 【広聴広報業務】ホームページ企画・制作・管理・運営 B B

3 【広聴広報業務】印刷物作成 B B

【５項目】 4 【広聴広報業務】その他、広聴広報活動（広報ボードの運営、テレビ・ラジオ広報） A A

5 【自主事業の実施・運営】自主事業の実施・運営（いわてヒューマンギャラリーの運営） A A

⑤　適切な施設運営 1 【統括業務】　　危機管理対応 B B

【４項目】 2 【維持管理業務】維持管理業務全般 B B

3 【警備業務】　　警備業務全般 B B

4 【その他】　　　改善計画の取組（コンプライアンス） B B

※　「当事者評価」欄は、指定管理者（指管）及び県がそれぞれ実施した自己評価の結果。自己評価の評価指標は以下のとおり。

【全１９項目】

主な業務要求水準・提案

Ⅴ　岩手の新しいシンボルとなる施設

評　価　項　目（施設の設置目的を実現するための取り組み） 当事者評価

　Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理がなされている。
　Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。
　Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。
　Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。

アイーナ指定管理者選定・評価委員会の評価項目
施　設　の　設　置　目　的

Ⅰ　新しい時代の多様なニーズに対応し、交流と連携を生み出す施設

Ⅱ　岩手の情報受発信力を高める施設

Ⅲ　21世紀を担う心豊かな「岩手のひと」を育む施設

Ⅳ　ゆとりとうるおいのある岩手ならではの生活文化を創造する施設

 


